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衆
議
院
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員
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一
に
つ
い
て

安
全
を
第
一
と
し
て
、
国
民
の
理
解
と
信
頼
を
得
な
が
ら
、
原
子
力
の
利
用
を
着
実
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
、
内
閣
と

し
て
の
一
致
し
た
方
針
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
行
う
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
処
分
技
術
研
究
開
発
に
つ
い
て
は
、
行
政

刷
新
会
議
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
事
業
仕
分
け
に
お
い
て
、
「
来
年
度
の
予
算
計
上
の
見
送
り
を
視
野
に
、
経
産
省

の
全
体
計
画
を
含
め
て
検
討
」
と
の
評
価
結
果
が
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
事
業
を
含
む
平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
つ

い
て
は
、
今
後
、
事
業
仕
分
け
の
評
価
結
果
を
踏
ま
え
、
政
府
内
の
調
整
を
経
て
決
定
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
原
子
力
政
策
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
内
閣
と
し
て
責
任
を
持
っ
て
取
り
組
む
と
と
も
に
、
そ
の
推
進
に
当
た

っ
て
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第

百
六
十
六
号
）
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
廃
棄
物
管
理
施
設
を
い
う
。
）
等
の
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
施
設

が
立
地
す
る
地
域
の
住
民
を
含
め
、
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
関
係
府
省
に
お
い
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

一



三
に
つ
い
て

従
来
よ
り
、
青
森
県
知
事
が
、
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
施
設
の
立
地
を
受
け
入
れ
て
い
る
青
森
県
の
方
針
と
し
て
、
最
終
処
分

施
設
（
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
最
終
処
分
法
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
最
終
処
分
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
立
地
を
受
け
入
れ
る
考
え
が
な
い
こ
と

を
明
確
に
表
明
し
て
い
る
こ
と
は
、
承
知
し
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
青
森
県
知
事
か
ら
青
森
県
を
最
終
処
分
施
設
の
建

設
地
と
は
し
な
い
旨
の
確
認
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
そ
の
旨
回
答
す
る
な
ど
し
て
き
て
お
り
、
政
府

と
し
て
は
、
御
指
摘
の
閣
議
決
定
の
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
最
終
処
分
法
第
四
条
第
五
項
に
お
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
概
要
調
査
地
区
等
（
最
終
処
分
法
第
三
条
第
二
項

第
二
号
に
規
定
す
る
概
要
調
査
地
区
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
所
在
地
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
概
要
調
査

地
区
等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
き
、
こ
れ
を
十
分
に
尊
重
し
て
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
当
該
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
の
意
見
に
反
し
て
は
、
概
要
調
査
地
区
等
の
選
定
は
行

わ
れ
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

二



電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
行
政
刷
新
会
議
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
事
業
仕
分
け
に
お
い
て
、

「
使
途
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
体
の
自
由
な
判
断
で
使
っ
て
い
た
だ
け
る
形
に
す
べ
き
」
、
「
火
力
発
電
所
へ
の
交
付
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
制
度
上
、
た
だ
ち
に
大
き
く
変
え
ら
れ
る
仕
組
み
で
は
な
い
が
、
現
状
の
交
付
の
比
率
に
つ
い
て
は
、

Ｃ
Ｏ
�
削
減
の
見
地
か
ら
、
見
直
す
方
向
で
検
討
す
べ
き
」
等
の
意
見
が
出
さ
れ
、
「
見
直
し
を
行
う
」
と
の
評
価
結
果
が

示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
交
付
金
を
含
む
平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
事
業
仕
分
け
の
評
価
結
果
を

踏
ま
え
、
政
府
内
の
調
整
を
経
て
決
定
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
原
子
力
を
含
む
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策

の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
原
子
力
施
設
が
立
地
す
る
地
域
の
住
民
を
含
め
、
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
関
係
府
省
に

お
い
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

な
お
、
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）
に
基
づ
く

地
域
振
興
支
援
措
置
に
つ
い
て
は
、
事
業
仕
分
け
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
。

三


